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１ 県立学校教育活動継続支援事業について 

 

教育庁総務企画部財務課  

事業名又は議案の 

名 称 

 

県立学校教育活動継続支援事業 

 

 

１ 予 算 額 

 

１４０，０００ 千円 

 

２ 現況・課題 
 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行が長期化している中、子

供の学びを止めないため、各学校において新型コロナウイル

ス感染者等が発生した場合にも、感染及びその拡大リスクを

できる限り低減させながら、教育活動を着実に継続できる体

制が必要不可欠である。 

 

 

３ 必要性・ねらい 

 

○ 新型コロナウイルス感染者等が発生した学校における感染

症対策及び各学校が実施する効果的な換気対策に係る取組に

対して、継続して支援する必要がある。 

 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

 

○ 対象校 

県立高校(中等含む)：95校、県立特別支援学校：23 校 

○ 支援メニュー 

（１）新型コロナウイルス感染者等が発生した学校における 

感染症対策への支援 

  ・保健衛生用品の購入、校内消毒委託 等 

（２）各県立学校が実施する効果的な換気対策に係る取組支援 

   ・CO２モニター、サーキュレータ等の購入 

 

○ 事業フロー 

 ２月下旬  事業計画（学校） → 確認（県） 

４月上旬～ 執行（学校） 

※ 状況に応じ随時追加令達 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

 

各学校所要額調査結果により配分額を算定 

 １校あたり 高等学校   約１００万円程度 

        特別支援学校 約１６０万円程度 

【財源】 

 学校保健特別対策事業費補助金          １／２ 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １／２ 
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２ 市町村立学校等安全対策支援事業 

 特別支援学校スクールバス安全装置設置事業について 

 

教育庁学校教育部保健体育課・特別支援教育課 

事業名又は議案の 

名 称 

 

 市町村立学校等安全対策支援事業【新規】 

 特別支援学校スクールバス安全装置設置事業【新規】 

１ 予 算 額  

５７，９４０ 千円 

２ 現況・課題  令和４年９月、認定こども園の送迎用バスに置き去りにされた

園児の死亡事案を受け、12 月に国は「送迎用バスの置き去り防

止を支援する安全装置のガイドライン」を策定。送迎用バスへの

安全装置の装備が令和５年４月より義務化されるとともに、令和

４年度第２次補正予算によって装備等への支援が行われる。 

３ 必要性・ねらい  学校等における安全対策を強化するため、送迎用バスの改修支

援や登園管理システム支援など子どもの安全を守るための支援

等を行う。 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

 

 ①送迎用バスの改修

支援等 

（47,140 千円） 

②登園管理システ

ム支援 

（9,520 千円） 

③ICT を活用した

子どもの見守り支

援（1,280 千円） 

支

援

内

容 

子どもの送迎用バス

への安全装置の装備

等のための改修支援 

など 

登降園・出席の状況

等を施設や保護者

がリアルタイムに

共有できるシステ

ムの導入を支援 

GPS 等を活用した

子ども見守りサー

ビスなどの安全対

策のための機器等

の導入を支援 

補

助

対 

象 

・幼稚園 

・特別支

援学校 

 

・小学校 

・中学校 

 等 

・幼稚園 

 

・幼稚園 

補

助

率 

定額 定額 国 4/5 国 4/5 

上

限 

180 千円 

／台 

100 千円

／台 

上限 700 千円 上限 200 千円 

 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

○安全装置の装備が義務化される施設 

 幼稚園、特別支援学校 

○安全装置の装備が任意設置の施設 

 小学校、中学校、義務教育学校 

（注１）分かりやすく具体的に記載すること。 

（注２）必要に応じて参考資料を添付すること。          
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